
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 母子家庭等自立促進のための介護事務講座 

  を実施します 
 
 母子家庭等の方を対象に、就労支援として介護事務講座を実施します。 

日時 11月 10日(日)～日曜日のみ全 8回 午前 10時～午後 4時 

場所 茨城県母子寡婦福祉連合会（水戸市八幡町 11-52ラーク・ハイツ内） 

対象 母子家庭の母・父子家庭の父 寡婦家庭で全日程出席でき今後就労を希望する方 

定員 20名 

参加費 テキスト代 3,000円、ボランティア保険加入代 224円、試験代 6,500円 

申込方法 郵送、または FAXでお申し込みください。 

申込期限 9月 30日（月）(消印有効) 

その他 託児所を利用できます(2歳児以上)。事前に登録が必要です。 

    ひとり親家庭となって 7年未満の方で前年度の所得が一定以下の方は、交通費の一部が

支給されます。 

申・問 （社福） 茨城県母子寡婦福祉連合会 母子・父子福祉センター 

    〒310-0065  水戸市八幡町 11-52ラーク・ハイツ内  ℡ 029-221-8497 FAX  029-221-8618 

 

  ⑪ ママ・リフレッシュ ～お茶会～ 
 
 子育てをがんばっているママさん、和のおもてなしでホッとひと息しましょう。 

日時  6月 11日（火）午前 10時 30分～11時 30分 

場所 笠間市児童館 遊戯室（笠間市南友部 1966-140） 

対象 市内在住の 0～2歳のお子さんとその母親（託児付き） 

講師 貞
さだ

廣
ひろ

 可代子
か よ こ

さん 

参加費 無料 

定員 10名（先着順） 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期間  6月 1日(土)～10日（月） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 
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     仕事帰りにもご利用ください！市役所窓口時間の延長について                 
 
 笠間市役所本所および各支所では、窓口の受付時間を次のとおり延長しています。ぜひ、ご利用

ください。 
 

受付場所 延長日時 延長している課（内線番号） 

笠間市役所本所 
毎週水曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

・市民課（147）・保険年金課（139） 

・税務課（112）・収税課（118） 

笠間支所 
毎週木曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 市民窓口課（笠間 72122・岩間 73181） 

(戸籍・住民票関係、印鑑証明関係、国保関係) 
岩間支所 

毎週火曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

 

  小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。   ⑤ページ  

 


